
平成２３年４月２５日   

 

 

岡山県教育庁総務課   

 

 

認定の公示 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法

律第５０号）第４４条の認定を受け、平成２３年４月１日付けで主たる事務所の所

在地において解散の登記及び設立の登記をした旨、別紙記載の法人より同法第１０

６条第２項の規定による届出があったので、同法第１０８条第１項の規定に基づき

公示する。 



別紙 

 

 

１．法人コード：A001539 

 

２．法人の名称：財団法人竜王会館 

 

３．認定を受けた後の法人の名称：公益財団法人竜王会館 

 

４．代表者の氏名：野﨑 泰彦 

 

５．主たる事務所の所在場所 

岡山県倉敷市児島味野１－１１－１９ 

 

６．公益目的事業 

(1)塩業資料及び文化遺産を保存・蒐集・展示して、一般公衆の用に供する博物館

公開事業 

 

７．収益事業等 

(1)財団所有の不動産を賃貸する不動産貸付業 

 

８．旧主務官庁の名称：岡山県教育委員会 


